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嘉麻市ハラスメント防止条例（案）の概要

１　条例制定の背景・目的
本市では、すべての職員、市長等及び議員が、身分や職位にかかわらず互いに信頼し、人権を尊重し合える良好な職場環境を確立することを目指します。
職場におけるハラスメントは、重大な人権侵害であり、組織の円滑な業務を阻害するだけでなく、行政サービスの低下を招き、市民の皆様の不利益につながりかねません。
これらを防止・根絶し、健全で風通しの良い職場環境をつくるため、本条例を制定するものです。

２　条例の対象者と責務
　本条例では、すべての職員、市長、副市長、教育長及び議員を対象として、以下の責務を定めています。
⑴　市長等（市長・副市長・教育長）の責務
・研修や周知啓発の義務
・相談体制の整備
・必要な調査、迅速かつ適切な措置を講じる義務
⑵　議長の責務
　・議員が活動しやすい環境づくり
　・議員に対するハラスメントの防止
　・議員に関するハラスメント事案への迅速かつ適切な措置
⑶　議員の責務
・市民の代表者として、高い倫理観を持ちハラスメント防止に努めること
⑷　管理監督者の責務
・職場におけるハラスメント防止に努めること。
・ハラスメントに起因する問題発生時は、迅速に対処する義務。  
⑸　職員の責務
・職員は、互いを対等なパートナーとし、人権を尊重すること

３　対象となるハラスメント
　以下のハラスメントを禁止し、対象となる「職場」には、出張先等実質的に職場とみなせる場所も含みます。
　⑴　パワー・ハラスメント　
　　・職務上の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える言動であり、職場環境を害するもの
　⑵　セクシュアル・ハラスメント
　　・他の者を不快にさせる職場における性的な言動
　⑶　妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント
　　・妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動や制度等の利用に関する言動により職場環境を害するもの
　⑷　その他のハラスメント
　　・上記以外に、相手に精神的・身体的苦痛を与え、人格や尊厳を傷つける言動

４　宣誓書の提出
　　　　市長等及び議員は、ハラスメント防止及び根絶に向けた決意を表明する宣誓書を提出することとします。

　　　５　ハラスメントの禁止
　　　　　市長等、議員及び職員は、他者に対するハラスメント行為を禁止します。また、市と業務委託契約その他の契約を締結している事業者等に従事する労働者に対しても同様とします。

６　相談及び体制
　庁内の相談窓口に加え、第三者の外部相談窓口を設置し、安心して相談ができる体制を整備します。
　⑴　相談窓口の設置
　　・庁内相談窓口（人事主管課職員・庁内相談員）
　　・外部相談窓口（専門的知識を有する者）
　⑵　相談対象
　　・被害を受けた場合だけでなく、ハラスメント行為を目撃又は把握した場合や発生のおそれがある場合
　⑶　調査及び対応
　　・申出に対する聞き取りや事実確認等の調査を実施
　　・第三者調査委員会による調査の実施

７　ハラスメント事案に関する第三者調査委員会
　客観的かつ公平な調査を行うため、弁護士２名、有識者１名で構成する「第三者調査委員会」を設置します。
　特に市長等や議員が当事者となる事案では、この委員会が事実関係を調査します。

８　プライバシー保護と秘密の保持
　庁内相談員、外部相談員及び第三者調査委員会の委員その他申出に関する業務に携わる職員は、ハラスメントの当事者及び関係者のプライバシーに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととします。

９　不利益取扱いの禁止
　市長等、職員又は議員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならないこととします。

１０　事実が確認された場合の対応措置
　ハラスメントの事実が確認された場合には、必要に応じて以下の措置を行うことができます。なお、行為者には、弁明の機会を付与します。
　⑴　市長等及び議員　公表
　⑵　職員　地方公務員法に基づく懲戒処分等

１１　職務代行
　ハラスメント行為者が市長又は議長である場合は、本条例の規定による権限行使は、それぞれ副市長等又は副議長等が職務を代理します。

１２　研修等
　市長及び議員は、ハラスメント防止のため、必要な研修及び啓発等を実施します。

１３　条例の見直し
　条例施行後３年以内に、実際の運用の実績等を踏まえて必要な見直しを行います。
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